
 24

他の市町村へ住所を移した場合でも引き続き住民基本台帳カードを使用すること
ができるよう所要の規定を改正。平成２１年通常国会に法案を提出。

住民基本台帳法の一部を改正する法律案の概要
＜住基カードの引越継続使用関係＞
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・ 住民基本台帳カードを交付した市町村長への返納義務を廃止
・ 転入地市町村長に対し住民基本台帳カードを提出することで継続使用が可能
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他の市町村へ住所を移すときは、一度住民基本台帳カードを返納し、改めて転入地市町村で
住民基本台帳カードの交付申請を行う必要がある。
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図８－６：住民基本台帳法の一部を改正する法律案の概要12 

 
 しかしながら、住民基本台帳カードの利用については、住民基本台帳カー

ドは希望者に交付することとなっていること、自治事務として市町村が発行

責任者となっていることなど、現時点での社会保障カード（仮称）の検討状

況に照らして課題もあることから、これらに留意しつつ、引き続き検討を行

う。 
 また、その他の媒体については、携帯電話等の情報通信機器を活用した電

子行政サービス等へのアクセス手段の多様化等に関する検討状況、技術動向

にも留意し、引き続き検討を行う。 
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